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（田中充 会長） 

７月に入り、新型コロナウイルス感染

症の東京都の情勢が怪しくなってきまし

た。ご心配かと思いますが、事務局で万

全の感染防止対策をとり、今日の審議会

を迎えました。 

ただいまから令和２年度第１回環境審

議会を始めます。まず、委員の異動につ

いて事務局からお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

区議会選任委員の一人に異動がありま

したので、ご紹介します。石毛かずあき

委員です。 

なお、４月１日付けで人事異動により

環境部の幹部職員の異動がありましたの

で紹介します。足立清掃事務所の山本で

す。また、ごみ減量推進課長は環境部長

の川口が兼務します。 

環境基本計画の見直し支援業務を委託

したアオイ環境株式会社も出席していま

す。以上です。 

（田中充 会長） 

続いて本日の出席委員を確認します。

委員定数 15名のうち、13名が出席して

いますので、本日の環境審議会は成立し

ていることを報告します。本日の議事録

署名人は、ぬかが委員と佐藤委員にお願

いします。 

それでは、配付資料の確認をお願いし

ます。 

（須藤純二 環境政策課長） 

それでは、配付資料を確認します。本

日、席上に配付した資料は全部で６種類

です。 

１ 次第及び委員名簿 

２ 諮問書の写し 

３ 環境基金審査会の審査結果について 

４ 東京都の 21世紀末の気候のリーフ

レット 

５ あだち環境ゼミナール受講生募集の

チラシ 

６ 環境基本計画冊子 

この他に事前にお送りしたものは、審

議会資料の綴りと別紙１、２です。 

また、席上に紙資源分別バッグを配付

しています。資料の確認は以上です。 

（田中充 会長） 

 それでは、環境審議会の諮問について

事務局からお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

本来であれば工藤副区長から田中会長

に諮問書をお渡しするところですが、感

染防止のために工藤副区長が自席で諮問

書を朗読します。お配りした諮問書をご

覧ください。 

（工藤信 委員） 

それでは、私の方から諮問書を読みあ

げます。 

 ＜諮問書 朗読＞ 

 よろしくお願いいたします。 

（田中充 会長） 

ご確認いただきましたか。私の手元に

諮問書の原本がありますので、ただいま

の副区長の朗読で、区長から環境審議会

への諮問をお受けしたいと思います。 

本日、審議会に食品ロス削減計画の策

定について諮問をいただきました。昨年

の 11月に環境基本計画の見直しと気候

変動適応計画の策定について諮問をいた

だいておりますので、それらを合わせ、

現在審議会では、環境基本計画、気候変

動適応計画、そして食品ロス削減計画、

この３件について諮問をいただいている

ことになります。本日は、それらについ

て、ご審議をお願いします。 

審議事項が１、２、３について、一つ



ずつ説明いただき、審議したいと思いま

す。それでは事務局からお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

審議事項１、食品ロス削減推進計画の

基本的事項について概要を説明します。 

 昨年 10月に施行された食品ロスの削

減の推進に関する法律により、食品ロス

削減推進計画の策定が都道府県、市区町

村の努力義務となりました。また３月に

は法律に基づき、政府が基本的な方針を

まとめています。区でも審議会のご意見

をいただきながら計画を取りまとめたい

と考えています。 

本日は区の計画の前提となる法律と国

の方針の概要について共通認識を持って

いただき、その上で次回以降の区の計画

策定に向けたご意見をお願いします。 

資料の２ページに法律の概要が載って

います。第２条で食品ロス削減の定義と

は、まだ食べることができる食品が廃棄

されないようにするための社会的な取組

みと定義されています。国、地方公共団

体、事業者、消費者の責務・役割などが

第３条から第７条に記載されています。 

肝となる基本的な施策が第 14条から

第 19条に６つ記載され、区の計画もこ

れらの内容を盛り込む形になると思いま

す。 

① 消費者、事業者等に対する教育・

学習の振興､知識の普及・啓発等、 

② 食品関連事業者等の取組に対する

支援 

③ 食品ロスの削減に関し顕著な功績

がある者に対する表彰 

④ 食品ロスの実態調査、食品ロスの

効果的な削減方法等に関する調査

研究 

⑤ 食品ロスの削減についての先進的

な取組等の情報の収集・提供、 

⑥ フードバンク活動の支援、フード

バンク活動のための食品の提供等

に伴って生ずる責任の在り方に関

する調査・検討 

次に政府が定めた基本方針の概要を

説明します。 

日本と世界の主な状況として、食料自

給率や廃棄量について数字で示されてい

ます。食品ロス削減のための基本的な方

向は、消費者と食品関連事業者等がそれ

ぞれ求められる行動を理解し、実践する

とともに双方のコミュニケーションを活

性化していくとしています。基本的な施

策については先程お話しした６つの施策

です。 

東京都も国の方針を受けて今年中に計

画を作ると聞いています。区の計画は、

この国の方針及び東京都の計画を参考に

して取りまとめたいと考えています。 

食品ロスは、環境部だけの問題ではあ

りませんので、全庁的に関係する部署と

も連携を図りながら、横断的に内容を詰

めていきます。 

以上、基本的な事項を皆様にご案内し

ました。今後の計画のまとめ方や現状な

どご意見があればお願いします。 

（田中充 会長） 

食品ロス削減の計画に関して、法律の

概要と法律に基づく政府の基本方針の考

え方をご説明いただきました。 

今日はどちらかというと導入ですの

で、次回以降に具体的な事項を審議する

と考えていますが、現時点で区の削減計

画に盛り込む事項など、是非ご意見をお

願いします。 

（石毛かずあき 委員） 

政府基本方針の日本の現状の中に子ど



もの貧困が書かれていたのですが、この

資料では抜けています。日本の食品ロス

を取り巻く現状には、子どもの貧困が深

刻な状況にあることが前提にあって、我

が国では７人に 1 人が貧困状態であ

り、依然として高水準ですが、これが抜

けているのはどのような意味でしょう

か。考えなくても良いのでしょうか。 

（須藤純二 環境政策課長） 

それで良いのではありません。全ての

内容を載せるができず、大事なところを

漏らしたと思います。計画策定を進める

上では、この内容も含め、区の関連部署

と横断的に計画を考え、関連部署に確認

をとりながら進めます。 

（石毛かずあき 委員） 

子どもの貧困だけが載っていませんの

で、計画策定を進めるときは、考慮して

いただきたいと思います。 

（土屋のりこ 委員） 

区の計画策定にあたって、食べ残しの

問題も未使用食品の問題もあります。食

品流通の３分の１ルールなどは日本でも

改定されてはいますが、製造卸で廃棄さ

れるものはどういうものか、小売業でど

れくらい廃棄されているのか、把握して

いますか。 

（川口弘 環境部長） 

 事業者の廃棄は把握できていません。

把握できているのは、ごみの組成調査の

中で、未利用食品がどれくらいあるかで

す。今回の計画策定で、東京都の統計な

どから類推して、現状を調べていく作業

が必要だと思います。 

（土屋のりこ 委員） 

飲食店の食べ残しをいかに減らすか、

それと併せて、製造卸や小売業の中で、

まだ食べられるのに賞味期限や販売ルー

トの問題で廃棄されているものを、子ど

もの貧困のテーマと結んで、子ども食堂

のような必要とされるところに配り、ご

みを減らしていくことも重要だと思いま

す。企業で持っている未使用食品等をい

かに必要な人につなぐか、マッチングや

仕組みづくり等、行政の仕組みも併せて

検討していけたらと思います。 

（田中充 会長） 

ご意見はもっともだと思います。私の

記憶では、年間六百数十万トンと食品ロ

スが発生しているのですが、家庭から出

るいわゆる食べ残しよりも、まだ食べら

れるのに廃棄せざるを得ないという国内

の販売ルールが、食品ロスの発生にかな

り関わっていることもあるようです。い

ろいろな実態を確認していただき、その

上で対策も盛り込んでいただきたいと思

います。 

（水川薫子 委員） 

環境部以外の部署とも横断的に連携す

るとのことですが、具体的にどちらの部

署と連携していくのですか。 

（須藤純二 環境政策課長） 

まだ具体的に進んでいませんが、産業

経済部関係や、先ほど挙がった子どもの

貧困と関係する部門、教育等も絡んでく

るので、まずは広く現状を調べ、全庁的

なところから絞り込んでいく形になると

思います。大きなところでは今挙げたと

ころかと思います。 

（工藤信 委員） 

私も子どもの貧困に関する担当部と協

働協創を推進しているところとの連携が

必要だと思います。少し具体的な話をし

ますと、協働協創の推進担当は、子ども

食堂の実態を把握しています。そして、

産業経済部が区内の食品スーパー等との



連携がありますので、そことも連携する

必要があるだろうと思います。 

ただ、子ども食堂の団体との意見交換

会に出ていますと、セカンドハーベスト

から食品をもらって、子ども食堂やひと

り親家庭に配っているのですが、食べも

のそのものは不足していません。肉など

不足しているものもありますが、全体的

に食品は不足していない実態です。 

ただし、運搬に困っていることと、な

かなか掘り起こしができていないことが

あると思います。この掘り起こしも含

め、特に今、子どもの貧困対策担当部が

中心となって取組みを強化していますの

で、環境部と一緒にと思っています。 

（ぬかが和子 委員） 

食品ロスそのものは、家庭の問題より

も企業や全体に係るところが非常に大き

いと思っています。区でどれだけできる

のか、区の計画を策定するにあたって、

非常に悩ましいと思います。本当に食品

ロスをなくすため、自治体でできること

となると、産業経済部との連携は非常に

大きいと思います。 

松本市が食品ロスを宣言して掲げて頑

張っています。足立だとベジタベライフ

の旗が出ていて、野菜を食べようという

飲食店にあちこちにありますが、松本市

では小盛メニューの店のような食品ロス

削減のシールなど、いろいろな取組を実

施しているので、是非参考にしてほし

い。環境部でできることは限りがあるの

で、本気で全庁的に実施してほしいと思

います。 

以前、飲食店は衛生部との関係で野菜

を食べようだけで目一杯という話もあり

ました。もちろん野菜も大事ですが、そ

れとともにロスをなくそう、小盛メニュ

ーを広げてほしい。政府はインセンティ

ブが大事と言っているので、それも計画

に入れてほしいと思いました。 

（田中充 会長） 

 いろいろなご意見やアイデアをありが

とうございました。食品ロス削減計画は

まだあまり事例がなく、足立区は早い時

期に策定する自治体だと思います。今

回、策定する方向に踏み切ったというこ

とで、是非皆様からもお知恵を借り、話

に出た関係部署、関係事業者との連携に

も留意しながら、計画案の内容について

固めていきたいと思います。 

次回以降に具体的な審議をお願いした

いと思いますので、本日はここまでにさ

せていただきます。 

それでは、審議事項２、足立区基本計

画の見直しについて、事務局からお願い

いたします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

足立区基本計画の見直しについて説明

します。 

 現在、区では足立区基本計画の見直し

を進めています。これは区の最上位とな

る計画で環境基本計画とも整合を図る必

要があります。また、環境基本計画と共

通の指標を使っているものもありますの

で、委員の皆様にもご意見をいただき、

基本計画の見直し案を取りまとめたいと

思います。 

別紙１と別紙２をご覧ください。別紙

１が現行の計画案、別紙２が見直し案で

す。３ページに見直しのポイントが５点

書かれています。 

① 新型コロナウイルス感染症や令和

元年台風第 19号など、区民生活に

大きな影響を与えた事象により浮

き彫りとなった課題への対応 



② 在住外国人の増加、ICT技術の進

歩など、社会状況の変化により生

じた課題等への対応 

③ 「文化・読書・スポーツ分野計

画」や「総合交通計画」など、新

たに策定、改定された分野別計画

との整合 

④ 各指標の達成度による見直し 

⑤ SDGsの視点を盛り込む 

以上の５つが見直しのポイントとして

挙げられています。 

別紙１は、現行の足立区基本計画に記

載されている環境分野の施策です。施策

⑤－２食品等の安全確保と生活環境の維

持・改善、施策⑥－１地球温暖化対策の

推進、施策⑥－２循環型社会の構築の三

つで、それぞれ別紙２のとおり見直しの

たたき台を作っています。本日は別紙２

の内容について皆様からご意見をお願い

します。 

まず、施策⑤－２食品等の安全確保と

生活環境の維持・改善について、これま

での基本計画との違いは、アスベストと

いうキーワードを付け加えました。ま

た、これまで一緒に書いていたものを現

状と課題、今後の方針の三つに分けて記

載し、全体を整理しています。 

現状については、事業者に対する公害

苦情相談に比べ、近隣トラブルの相談が

増えていること、ごみ屋敷問題の約８割

が解決していること、落書き消去の支援

をしていることを書いています。 

課題としては、「法改正への対応と区

民・事業者との協働・共創」というタイ

トルで、事業者への適正な法令手続きを

促すこと、近隣トラブルに伴う公害相談

は従来の手法での解決が難しくなってい

ることを挙げています。 

今後の方針は、「区民・事業者等とと

もにより良好な生活環境を実現します」

というタイトルで、法令に基づくアスベ

スト、土壌汚染対策を適切に進め、公害

苦情相談の解決につなげると記載してい

ます。この施策は、環境部だけでなく衛

生部の事業と併せて記載するので全部が

記載されるのではありませんが、環境部

からこの形で挙げたいと考えています。 

指標の工場等に対する公害苦情相談件

数 348件の内、工場への苦情件数は約

50件で、カラオケや一般の騒音苦情の

方が多くなっています。現在の指標名だ

と工場に対する苦情が多い印象がありま

すので、公害苦情への相談の対応件数と

表記を少し変えることを検討していま

す。 

施策⑥－１、地球温暖化対策の推進に

ついては、これまで省エネ行動の推進や

太陽エネルギーの利用拡大を推進してき

ましたが、温室効果ガスの排出を削減す

る緩和と、気候変動による影響を回避・

軽減する適応の両面から対策を進めると

して、施策の方向を変更しています。 

現状は「増え続ける温室効果ガス、深

刻化する影響」というタイトルで、気候

の変化による影響が区民生活にも出てい

ること、今世紀末の気温上昇を産業革命

前に比べ２℃以内にするため、世界各地

で緩和と適応に取り組んでいるというこ

と、再生可能エネルギーの導入容量が着

実に増加していることを記載していま

す。 

課題については、「将来の地球環境の

ための行動への転換」というタイトル

で、指標になっている省エネを心がけて

いる区民の割合が低下し、中でも若年層

が低くなっていること、気候変動適応法



が施行され、地域特性に応じた適応の取

組が求められていることを記載していま

す。 

今後の方針は、「地球環境を意識する

地球にやさしい「ひと」を増やし、環境

行動を広げます」と記載しています。 

指標については、新しい指標を考えて

います。新指標は、将来の地球環境を意

識して行動する人の割合で、省エネや再

生可能エネルギーの取組の背景となる地

球環境への意識を区民の世論調査で調査

します。まだ政策部門との調整が必要で

すが、このような新たな指標を考えてい

ます。 

指標３の区内の再生可能エネルギーの

導入容量は、既に目標値を上回っている

ために目標値の見直しを行います。2019

年度実績は 37,441kWで、すでに目標の

36,000kWを超えています。新しい目標

値は 43,000kWと考えています。 

施策⑥－２、循環型社会の構築の施策

の方向は、「循環型社会の構築に向け

て、ごみの発生抑制、資源利用への転

換、廃棄物の適正処理を進める」とまと

めています。 

現状は、「ごみ量は減少も、目標達成

にはもう一歩」と記載しています。区民

一人あたりのごみ排出量は減少傾向にあ

る一方、事業系持込ごみ量は横ばいの状

態であること、区の資源回収量は増え、

地域団体等の集団回収量は減っているこ

と、感染防止対策を講じ、ごみの収集運

搬業務を継続したことを記載していま

す。 

課題は、「求められるより高度な資源

化とごみ減量」とし、もったいない意識

を高めること、資源化率が伸び悩んでい

ること、家庭のごみ減量の取組を強化す

る必要があること、安定的なごみ収集体

制の構築を挙げています。 

今後の方針には、「区民の協力と事業

者との連携により、循環型社会を目指し

ます」というタイトルで、紙類を重点に

分別の徹底を図ること、新しい生活様式

の中、ごみの減量に効果的な啓発を進め

ることなどを示しています。 

指標は、一昨年度に審議いただいた一

般廃棄物処理基本計画の数値に合わせて

目標値を修正することを考えています。 

基本計画の見直しは、これから政策担

当と調整していきますが、現段階の整理

を皆様にご確認いただき、ご意見をいた

だきたいと思います。 

（田中充 会長） 

別紙２を中心に基本計画における環境

関連の内容についてご紹介いただきまし

た。何かお気付きの点やご意見がありま

したらお願いします。 

（村田文雄 委員） 

先程、食品等の安全確保は、衛生部と

聞きました。この資料には食品等の安全

確保に関する項目が完全に抜けていま

す。食品の安全確保は衛生部が担当する

ということですか。 

（須藤純二 環境政策課長） 

別紙１の一番下に主な事務事業のう

ち、食品衛生営業許可監視指導業務は衛

生部の所管になります。今回の資料は、

環境部の視点で書いていますので、衛生

部が書いたものと併せる形になります。 

（村田文雄 委員） 

地球温暖化対策の推進のところに、プ

ラスチックごみによる海洋汚染や生物多

様性の喪失など、地球温暖化以外のこと

が書いてあります。今後の方針にも地球

環境を意識するという文言があります



が、ここはあくまで地球温暖化対策の推

進なので、地球環境まで広げてしまうと

いうと、表題と違うと思いますが、どう

でしょうか。 

（田中充 会長） 

今のご意見は、タイトルが地球温暖化

対策の推進ですが、中身では地球環境と

いうキーワードが使われているのでミス

マッチではないかということです。 

（川口弘 環境部長） 

私もそう思いました。今回の見直しの

結果、これまでの表題よりもやや広い概

念となりました。また、地球温暖化の心

配も、地球環境がこの先どうなるかを出

発点としているので根っこは同じだと思

います。ただ、この文言とは馴染まない

と思うところはあります。 

今回、区の基本計画の中間見直しで、

表題まで変更できるのかははっきりして

いませんが、変更できるのであれば、少

し概念を広げた表題にするべきと思いま

す。表題を変更できないなら、地球温暖

化対策としながらも、その中に盛り込ん

でおこうと思います。 

結果的にどうなるのか、もう少し先に

なると思います。 

（村田文雄 委員） 

事務局としてはそのような認識はある

というわけですね。 

（川口弘 環境部長） 

はい。そうです。 

（中村重男 委員） 

見直しのポイントに「文化・読書・ス

ポーツ分野計画」や「総合交通計画」な

ど、新たに策定、改定された分野別計画

との整合とありますが、どういう項目で

整合を図っていくのですか。私は「文

化・読書・スポーツ分野計画」の総合推

進会議に出ていので、どう整合したの

か、お聞きします。 

（川口弘 環境部長） 

各分野の計画は、それぞれ時期がずれ

ています。例えば、今回の環境基本計画

の見直しは、区の基本計画の一年後なの

で、整合がとりやすいです。一方で、先

に改定している計画もありますので、そ

れを区の基本計画に反映し、最新のもの

に寄せた指標の設定などを実施していき

ます。 

これまでの計画を 180度変えるような

計画はあまりないので、事業の拡大など

最新のものを反映させる、合わせていく

作業が各計画の担当で行われると理解し

ています。 

（中村重男 委員） 

 「文化・読書・スポーツ分野計画」を

見てきたのですが、この中身と整合をと

っているのかわからなかったので、質問

しました。 

（田中充 会長） 

私の理解ですが、環境分野の計画を見

直す時に「文化・読書・スポーツ分野計

画」とどういう関係があるかといった質

問と理解しています。しかし、見直しの

ポイントとは、基本計画全体の見直しの

ポイントではないでしょうか。 

（川口弘 環境部長） 

おっしゃるとおりです。 

（田中充 会長） 

私から二点申し上げます。 

一点は、循環型社会に食品ロスのこと

を盛り込んだ方がよいのではないでしょ

うか。食品ロス対策について諮問をいた

だいたことなので、キーワードを入れて

はどうでしょうか。 

二つ目は、温暖化対策の指標ですが、



意識して行動する人の割合は指標１で、

指標２が節電や節水など省エネルギーを

心がけている区民の割合です。 

これらは区民の態度や行動を指標にし

ているのですが、比較的２つの指標が似

ています。同じ分野で区民の行動を指標

にしているので、何かもう少し工夫した

ほうが良いという印象を持ちました。も

っと言えば、どちらか一つにしても良い

かと思います。 

また、もう少し客観的に捉えられるよ

うな、何か別の指標を考えたらどうかと

いう印象を持ちました。 

審議事項についてはこれまでにして、

今のご意見を踏まえて事務局で整理をし

ていただきたいと思います。 

それでは審議事項３、地域気候変動適

応計画の策定に向けた将来予測について

事務局からお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

 地域気候変動適応計画の策定に向けた

将来予測について説明します。将来の気

候がどうなるか、二つの予測をお示しま

す。一つは、東京管区気象台で出したも

の、もう一つは、田中会長も参加されて

おります研究プロジェクト「温暖化影響

評価・適応政策に関する総合的研究」に

おける予測結果です。本日はこの予測を

踏まえ、次回以降に検討する具体的な取

組みに向け、様々なご意見、ご要望をお

伺いしたいと思います。 

最初に東京管区気象台が出している東

京都の 21世紀末の気候のリーフレット

に気温と降水の予測が出ています。地球

温暖化が最も進行する場合、東京都の年

平均気温が 100年で約４℃くらい上昇

し、21世紀末には現在の鹿児島県の種

子島と同じくらいの気温になります。現

在、東京の年平均気温平年値が 15.4℃

で、種子島が 19.6℃ですので、100年後

には約 20℃に上がります。一日の最高

気温が 35℃以上の猛暑日は、年間 40日

くらい増加するという予測です。 

降水の予測では、東京都では滝のよう

に降る雨、１時間の降水量が 50㎜以上

の雨の発生が 100年で２倍以上になると

書かれています。一方で、雨の降らない

日も増えてくるので、一旦降ると大雨に

なると予測されています。 

 一方、資料４ページ温暖化影響評価・

適応政策に関する総合的研究における予

測結果は、気候、農業、自然災害、健康

等の四つの分野について、21世紀半ば

の予測と 21世紀末の予測を四つの気候

モデルと三つの温室効果ガス排出シナリ

オごとに予測しています。 

厳しい対策を取った場合と厳しい対策

を取らなかった場合を予測しています。

21世紀半ばでは、あまり変わりはない

のですが、21世紀末になると、厳しい

対策を取った場合と厳しい対策を取らな

かった場合では大きな違いが出てきま

す。表を見ると、年平均気温の上昇が、

厳しい対策を取った場合は２℃から３℃

だったのが、厳しい対策を取らなかった

場合は倍くらいに上昇します。 

熱中症搬送者数は、厳しい対策を取っ

た場合は 1.8～２倍だったのが、厳しい

対策を取らなかった場合は４～６倍に、

熱ストレス超過死亡者数が、厳しい対策

を取った場合は１～３倍だったのが、厳

しい対策を取らなかった場合は６～８倍

と、かなり厳しい数字が今のところ予測

されています。 

会長から補足があればお願いしたいと

思います。 



（田中充 会長） 

東京管区気象台のパンフレットは東京

都に限定して調べています。ダウンスケ

ールというのですが、焦点を絞って東京

管区気象台が計算しています。ここに載

っているデータは、厳しい対策をとらな

かった場合、RCP8.5シナリオに基づい

ていますので、最大でこのような変化が

予測されるという、現時点での予測結果

になります。予想しているよりも雨の降

り方や猛暑日の発生日数などは大きな影

響を受けることになると思います。少し

補足させていただきました。 

ご質問やご意見がございましたらお願

いします。 

（石毛かずあき 委員） 

滝のように降る雨の原因の一つが、日

本近海の海面温度が 32℃以上のところ

が広くなっていることです。2017年の

九州北部豪雨、2018年の西日本豪雨や

台風 21号、24号と多くの被害が出まし

たし、昨年も台風 15号、19号という大

変な被害がありました。その原因の一つ

は、海面温度が高くなっていることにな

っています。今回、九州で多くの雨が降

って、線状降水帯ができるシステムも、

海水温の上昇が影響しているところがあ

ります。 

そういった海面にまつわるデータや目

線がこれから必要になると思いますが、

いかがでしょうか。 

（川口弘 環境部長） 

災害対策担当も同じ見解です。日本近

海の海面温度が台風の勢力に影響するこ

とは実感していますし、気象庁も言って

います。さらに、地球規模の海面上昇の

原因となると地球温暖化が影響している

とも言われています。 

我々がやるべきことは、なるべくＣＯ

２や温室効果ガスを出さない生活をする

ことと、まさに今回のテーマになります

が、上昇はすぐには止まらない、あるい

は戻らないので、そういった環境に適応

し、被害を少なくする対策をとるマイン

ドを持つための政策をどのように進めて

いくかだと思います。 

（工藤信 委員） 

足立区と契約している総合防災アドバ

イザーの松尾先生から、最近の雨量の増

加や台風の大型化の原因が、海水温度、

海面温度の上昇にあるというデータをも

らっています。次回までに用意したいと

思います。 

（田中充 会長） 

区民の実感に訴えかけ、お伝えできる

情報発信も非常にありがたいと思いま

す。 

これからの気候変動適応計画を考える

上で、こうした科学的な予測、シミュレ

ーションした結果を基に、区として何が

できるか適応という分野で考えていく。

これが適応計画には大事だと思います。

審議事項３はここまでとします。ありが

とうございました。 

それでは報告事項について、一括でご

説明をお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

資料の５ページ、区内の二酸化炭素排

出量の算定結果について説明します。 

オール東京 62市区町村共同事業の

2017年度の二酸化炭素排出量の算定結

果が出ました。足立区の 2017年度の排

出量は 220万 2千トンで、前年度比で

0.7％増、基準年の 2013年度比、13.9％

減となっています。環境基本計画のＣＯ

２の削減目標は、2024年度に 23％減、



2030年度に 35％減になっています。 

 都内の区市別のＣＯ２排出量では、足

立区は上から七番目です。一位の港区は

オフィスビルなどが多い関係と考えてい

ます。足立区の部門別のＣＯ２排出割合

は、家庭が 39.6％、自動車が 20.1％と

他と比較すると多く、業務は 23区平均

よりも少ない状況です。廃棄物部門が基

準年度比では 2.4％増です。 

2016年度と 2017年度を比べると、家

庭が 84万５千トンから 87万３千トンに

増加し、廃棄物部門が８万２千トンか８

万６千トンに増加しています。家庭部門

の増加が大きかったことが見て取れま

す。 

７ページは、年間エネルギー使用量の

推移を記載しています。2017年度は、

ＣＯ２排出量、エネルギー使用量とも前

年度より微増し、特に家庭部門が増加し

ています。理由としては、2017年度は

冬の寒さが厳しく、暖房や給湯のエネル

ギー需要が増えた影響と考えられます。

参考に東京の 2017年度の冬の平均気温

は前年度からかなり下がっていて、家庭

部門のエネルギー使用量は、2016年度

を 100とすると灯油は 120.3と二割ほど

多く使用されています。 

続いて追加の報告として、本日机上配

付した、環境基金審査会の審査結果につ

いて説明します。 

環境基金助成は、区民、事業者、団体

等の環境貢献活動を支援するもので、３

月と７月に審査を実施し、記載のとおり

助成が決定しました。 

３月に審査した第一期では、東京電機

大学の道路冠水をバーチャルリアリティ

ーで体験できるシステム開発と、自治会

や商店街のレジ袋削減に向けたエコバッ

グの作成、ワークショップや勉強会、施

設見学会を開催する活動が助成対象とな

りました。 

第二期は、東京電機大学の竹を土壌改

良剤として製品化する研究と、カヌーで

河川のごみを拾うとともに水質調査など

を行って河川浄化の関心を高める活動が

助成対象となりました。 

（川口弘 環境部長） 

 続いて家庭ごみや資源の令和元年度分

の実績を説明します。 

家庭ごみ排出量は 134,493トンで、前

年度から 1,178トン増加しています。１

人一日当たりの家庭ごみ排出量は、533

グラムですが目標は 520グラムです。資

源回収量の表が二つあり、分かりにくい

のですが、回収品目は古紙やびん、缶等

です。区が直接回収している行政回収は

871トン増加し、町会などが行っている

集団回収は同じくらい減少しており、コ

ロナの影響と考えます。 

 資源化率は、全体のごみに対してどの

くらい資源にしたかの割合で、今のとこ

ろ 20％の目標に届いていません。 

10ページのグラフ１は家庭ごみ排出

量の推移です。着実に減少してきました

が、年度末のコロナの状況で家庭ごみは

一気に増加し、その影響が出たと思いま

す。グラフ２の１人一日当たりの家庭ご

み排出量も着実に減少していましたが、

先程申し上げたコロナの影響もありま

す。 

11ページは資源の持ち去り防止対策

の実績です。区が直接徴収する過料は１

件 2,000円で、24件ありました。警察

が対応する 20万円の罰金が２件となっ

ています。民間パトロールも見回りをし

ていますので、その実績等も記載をして



います。 

この表をよく見ると持ち去りの状況が

見えてくるのですが、古紙に関しては価

格が暴落し、価値が非常に低くなってい

ます。価値が低くなれば持ち去る意味が

なくなりますので、古紙の持ち去りは大

幅に少ない状況です。先程行政回収が増

加したと報告しましたが、持ち去りが減

少した分、行政回収に転化した状況が見

て取れます。 

（祖傳和美 生活環境保全課長） 

ごみ屋敷対策及び落書き対策の実施状

況について説明します。令和元年度のご

み屋敷対策は、65件受け付け、95件解

決です。解決の数が多いのは、前年度ま

でに受け付けた分を解決しているためで

す。全体の解決率は 90.7％という結果

になりました。  

ごみ屋敷の未解決 50件は、令和２年

度も引き続き指導を継続しています。ご

み屋敷の支援、あるいは行政代執行を行

う際は足立区生活環境保全審議会で結論

を出すのですが、令和元年度は支援を行

う事案がありました。 

 ごみ屋敷対策の中に空き地の草刈事業

もあります。空き地の草が繁茂している

苦情を受けると、土地の所有者等に指導

します。その際、土地所有者自身が草刈

りを行うことを自主草刈と言います。委

託利用は、土地所有者から申し込みがあ

れば、区があらかじめ契約した造園業者

を速やかに派遣して草を刈り、後から費

用を所有者からお支払いいただくもので

す。これは、100％完納されています。 

 次に落書き対策について報告します。

年度の途中で連続落書きが発生した事案

があり、それを入れて 200件の受付で、

消去済は 184件です。 

 16ページの不法投棄対策は、不法投

棄 110番という総合受付を設置し、月に

約 100件程度を受けています。そのほと

んどが不法投棄 110番に掛かってきたの

で、かなり周知されたと思います。 

 17ページは、不法投棄の処理個数で

す。ごみを撤去して区が処分した個数は

9,432個で、前年比 5.5％減となりまし

た。平成 24年度の２万個と比べ 52.8％

減で、かなり成果が出ています。 

不用自転車無料引取制度は、自転車の

移送場あるいは駐輪場で不用になった自

転車を無料で引き取る制度です。6,177

台引き取ることができました。 

 18ページは、通報協力員です。2020

年度にちなんで 2,020人を目標に募集し

てきましたが 2,376人になりました。追

加で足立よみうり新聞から申し込みがあ

りましたので、今日現在で 2,500名を超

えています。 

防犯カメラ型センサーライトの貸し出

しを昨年から始め、193個の実績です。

集積所の美化は、ビラの貼付が 263件、

住民への聞き込み効力依頼が 35件で、

重点対策は記載のとおりです。 

 その他、皆様の席上に配付した紙資源

分別バッグという紙袋を作成し、３月か

ら不法投棄を通報した方にお配りしてい

ます。最初は紙袋として使い、その後、

紙資源分別バッグとして箱物や雑紙など

を入れて、最後に紙袋ごと資源として出

していただく目的で作りました。以前は

ポケットティッシュを用意していたので

すが、プラスチックの利用を控えるた

め、紙製品に変更し、字も大きく啓発で

きるようになりました。 

今日も資料が多いので紙袋としてご利

用いただければと思います。 



（田中充 会長） 

ありがとうございました。温暖化対

策、ごみ対策、そして生活環境対策につ

いて報告いただきました。 

ご質問やご意見をお願いします。 

（ぬかが和子 委員） 

コロナ禍で家庭ごみの排出量が増えて

いるという話がありました。資源循環型

社会に向けた取組みと、コロナ禍で計画

づくりすることが非常に悩ましくて難し

いと思っています。 

私は家で食事を作る機会が増えたとは

あまり感じなかったのですが、スーパー

ではトングがなくなって、プラスチック

容器での個包装になっています。 

また、飲食店ではテイクアウトが基本

になり、ごみの関係では悩ましい。足立

区もイベント開催時にリユースの食器を

使うことを決めていたが、リユース食器

はどうかという話が出て、イベントその

ものもなくなっています。 

コロナ禍が収束する見通しがなく、こ

れが２年、３年続くと考えると、計画そ

のものに大きく齟齬が出てくる可能性が

あります。その辺が非常に悩ましいと思

います。区や副区長が考えていることが

あれば教えてください。 

（工藤信 委員） 

なかなかそこまで考えが至っていない

状況です。いろいろな形でプラスチック

を使わざるを得ない状況なので、どうい

った形で生かすか、３Ｒの中のリユース

がなかなかできない状況の中、残りの２

Ｒをいかに実施していくか、東京都も課

題と思っていますし、足立区も残りの２

Ｒはなんとか頑張らなければならないと

思います。 

（ぬかが和子 委員） 

例えば、紙や木で作った容器や燃やせ

る容器ができています。プラスチックに

比べると単価が高いのですが、循環型社

会を考え、プラスチックを減らす、なく

そうとするとき、そういったものの活用

にインセンティブを出すなどの工夫を一

緒に研究していければ良いと思います。 

（田中充 会長） 

大変難しい問題だと思います。 

一つは、今新型コロナ問題が非常に深

刻になっていて、一種の異常事態、非常

事態の中で、消費者の行動やリモートワ

ークによる交通のあり方などいろいろな

トレンドが変わっています。そういった

ことを長期計画、基本計画や環境基本計

画、部門計画でどのように位置付けるべ

きか。とても難しい観点ですが、特に区

の基本的な計画にそのような視点はとて

も大事だと思います。 

プラスチックの問題も、コロナ問題が

これだけ広がってきている中で、安全管

理の面からプラスチックの消費が増えて

います。今のご意見は、できれば環境に

優しい素材や商品を使うところにもっと

支援して、循環型社会をつくる方向にイ

ンセンティブを出すような取組みが考え

られないかということだと思います。ど

うぞ事務局で整理してください。 

（水川薫子 委員） 

プラスチックごみはコロナ禍でだいぶ

増えていて、医療系も増えていますし、

家庭系も増えていて、衛生面とごみの問

題、資源の問題とどちらのリスクをとる

か迫られています。コロナだから仕方な

いとあきらめるわけにもいかない問題な

ので、ぬかが委員がご提案されたインセ

ンティブを設けることはとても前向きだ

と思いました。 



私はコロナの自粛中にテイクアウトを

する時に、自分の容器を持っていったり

しました。それは顔見知りのお店だから

できたという事情もあり、衛生面では反

するとは思いますが、何かできることを

いろいろ提案していくことが大事だと思

います。 

（田中充 会長） 

レジ袋が有料化になって、マイバッグ

を使い回すという新しい生活様式が定着

してきています。 

（水川薫子 委員） 

先程の報告の令和元年度やそれ以前の

数値はコロナ前なので、それを基に議論

していて良いのかと思いました。計画の

策定期限の縛りはあると思うのですが、

コロナ後の世界を意識して盛り込むには

どうしたら良いのか、この場で議論する

べきではないでしょうか。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。計画のフレ

ーム、前提状況をどう考えるのかという

話だと思います。この点については、是

非考えていく必要があると思います。例

えば、国や都ではどう捉えているのか、

計画を考える時にどのような選択をとる

のか情報収集をお願いしたいと思いま

す。 

（川口弘 環境部長） 

今、発表されているものとしては、東

京都の資源循環戦略とプラスチック戦略

で 2030年までにプラスチックを 40％減

らすというかなり強気な目標を掲げてい

ます。それに向けて各自治体も進めてい

くと思いますし、国の審議会ではプラス

チックに関して制度的な見直しを議論し

ていると聞いています。 

特にリサイクル関係については、プラ

スチックは捨てないで資源に回すことが

行われていますが、いろいろな問題点が

あるので、自治体がなかなか取り組みに

くいところです。そういったところを議

論していると聞いていますので、国の計

画も随時最新情報を入れてご検討いただ

ければと考えています。 

（田中充 会長） 

コロナ問題という新しい事態の中、そ

れをどのように前提としていくか、国と

して基本方針を出すかと思います。区で

どこまでできるかという問題もあります

ので、国や都の動きも情報収集しながら

考慮していく必要があると思います。 

（村田文雄 委員） 

資源の持ち去りの件について、資源は

古紙だけでないのに、なぜ古紙だけチェ

ックしているのでしょうか。 

（川口弘 環境部長） 

持ち去りが行われているのは、古紙、

特に新聞紙とアルミ缶です。他のビンや

スチール缶は集めるのに労力だけかかっ

て、最近は高く売れないので持ち去りそ

のものが行われていません。そういった

意味で、持ち去りの対策の対象となるの

は元々古紙が中心で、皆様からの苦情も

古紙の持去りがほとんどです。最近は、

古紙が減った分、アルミ缶を持ち去られ

る苦情が相対的に増えてきているので、

アルミ缶を持ち去る人間に対する注意喚

起は行っていますが、罰金まで適用した

例は今のところありません。 

（村田文雄 委員） 

民間警備会社にパトロール委託してい

ますが、巡回している時にたまたま持ち

去り行為や不法投棄を発見するのでは、

針の点のような感じがして、効率がよく

ないのではないでしょうか。民間警備会



社にどの程度の金額で委託しているのか

把握していませんが、費用対効果からみ

て、果たしてそれだけの成果があるので

しょうか。 

（川口弘 環境部長） 

ビン・缶を集める日は決まっていて、

エリアも決まっています。また朝方しか

持ち去りが行われていませんので、時間

と地域が大体特定できています。無駄足

がほとんどなく、行けば大体わかるの

で、そこで注意を与えています。一日に

何件もパトロールしても会えなかったと

いうはなく、かなり注意して回れている

ので 1,500件という実績になっていま

す。 

（水川薫子 委員） 

不法投棄の件ですが、自転車・バイ

ク・家電・ごみと分けられていて、個数

ベースで表されていて、重量ベースだと

どんな状況なのか気になりました。例え

ば、小さいごみが 4,300個あるのか、そ

れとも様々なもので結構な重量になる

と、対策の仕方も違ってくると思いまし

たので教えてください。 

（祖傳和美 生活環境保全課長） 

ごみと記載していますが、ポイ捨てな

どのごみではなく、ほとんどが粗大ごみ

です。 

（川口弘 環境部長） 

補足いたします。個数で把握していま

して、一つ一つの重量は量っていないで

す。家電は家電リサイクルの文書に載せ

ていますが、それぞれの重さまでは量っ

ていないのでデータはありません。 

（中村重男 委員） 

9,432件の不法投棄の処理費用はいか

がでしょうか。 

（祖傳和美 生活環境保全課長） 

18ページの表の撤去・処分費用欄に

記載されています。緊急撤去と通常撤去

に分けています。 

通常撤去は、集積所に不法投棄された

もの、あるいは道路に捨てられたものの

撤去費用と処分費用です。緊急撤去は、

危険なものが放置されて、道路に置いて

あると危ないものを緊急的に撤去したも

の、即日撤去したものを金額で表してい

ます。 

（高山のぶゆき 委員） 

集積所に出たアルミ缶を持ち帰る人が

いますが、深夜のかなり遅い時間、１時

や１時半に回収に来ていますので、見か

けても注意するのが怖いから注意しない

状況になっていると思います。 

（田中充 会長） 

持去りの実態としては深夜もあるとい

うことですね。パトロール体制を工夫す

ることもあるかと思います。 

五点の報告事項、そして追加で一点、

環境基金の審査の状況についてご報告い

ただきました。報告事項としてはここま

でになりますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。 

それでは、この後は今後の予定をご紹

介いただきたいと思います。事務局から

よろしくお願いします。 

（須藤純二 環境政策課長） 

ご審議いただきまして、ありがとうご

ざいました。事務局から三点ございま

す。 

一点目は、次回の環境審議会の予定で

ございます。次回は９月 11日金曜日の

午前 10時からを予定しています。三回

目以降は次第のとおりで予定しておりま

す。 

二点目は、毎年、環境審議会ではバス



を借り上げて見学会を実施しており、昨

年度は国立環境研究所に伺いました。今

年度は、新型コロナウイルス拡大防止と

いう観点から中止しますので、ご理解を

お願いします。 

三点目、席上の環境基本計画の冊子

は、次回また用意しますので、お席に置

いたままお帰りいただいて結構です。事

務局からは以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。次回の予定

は、９月 11日金曜日の午前中、それ以

降も、11月４日、１月７日、３月 26日

ということです。 

それでは、全体で何かございましたら

お願いします。 

（土屋のりこ 委員） 

ペーパーレスということで、環境基本

計画のデジタルデータがあれば、なるべ

くそちらを利用したいと考えています。 

（須藤純二 環境政策課長） 

大丈夫です。データが大きいので、デ

ータの送り方を相談させてください。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。他はよろし

いでしょうか。 

今日もいろいろと活発なご議論をいた

だき、ご提言をいただきました。特に審

議事項については、事務局で整理して、

次回にお出しいただきたいと思います。 

それでは、これをもちまして足立区令

和２年度第１回環境審議会を終了しま

す。ありがとうございました。 




